
母子家庭のお母さんへ 

高等技能訓練促進費給付の期間限定拡充のおしらせ！！ 

 

母子家庭のお母さんが経済的な自立に効果的な資格を取得するための 

高等技能訓練促進費高等技能訓練促進費高等技能訓練促進費高等技能訓練促進費の支給要件が６６６６月月月月からからからから拡充されました。 

       

 【対象資格】  看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、歯科衛

生士などの資格取得のため２年以上養成機関等で修学する児童扶養手当

の受給者、または同様の所得水準の母子家庭の母 

          （その他、ご希望の資格があれば、ご相談ください。） 

 

 【支給期間】  修学期間の２分の１の期間         修学期間修学期間修学期間修学期間のののの全期間全期間全期間全期間    

          （申請のあった月から対象となります。） 

 

【支給金額】 ＜高等技能訓練促進費＞ 

         市民税非課税世帯 月額 103,000 円     141,000141,000141,000141,000 円円円円 

         課税世帯     月額 51,500 円            70,50070,50070,50070,500 円円円円 

       ＜入学支援修了一時金＞ 

         ＊修了日を経過した日以降に支給 

（修業開始日及び修了日において要件を満たす母子家庭の母であること） 

         市民税非課税世帯 支給額 50,000 円 

         課税世帯     支給額 25,000 円 

 

例）3年間の看護師養成コースを利用する場合（住民税非課税世帯） 

0月        12月      18月     24月       36月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※住民税課税世帯についても、（月額）51,500円から（月額）70,500円へ引上げ。 

 

     高砂市児童福祉課児童福祉係  母子自立支援員  村上まで 

       相談日  月・火・木・金曜日  ℡ ０７９－４４３－９０２４ 

 

＊＊＊＊現在現在現在現在、、、、修学修学修学修学しておられるしておられるしておられるしておられる方方方方、、、、就学就学就学就学をおをおをおをお考考考考えのえのえのえの方方方方はははは、、、、今今今今すぐすぐすぐすぐ、、、、ごごごご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。＊＊＊＊    

※支給対象期間の延長については、 

「安心こども基金」を活用して実施 

（（（（平成平成平成平成 23232323年度入学者年度入学者年度入学者年度入学者までをまでをまでをまでを対象対象対象対象のののの    

    特別特別特別特別なななな給付給付給付給付））））    

支給対象期間の延長 
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